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地
方
分
権
時
代
を
迎
え
、
議
会
運
営
の
あ
り
方
を
見

直
す
動
き
が
全
国
の
地
方
議
会
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　

芦
屋
市
議
会
で
も
、
議
会
運
営
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー

を
中
心
に
構
成
す
る
議
会
制
度
の
検
討
会
を
設
置
し
、

来
年
の
六
月
定
例
会
を
め
ど
に
新
し
い
会
議
規
則
、
委

員
会
条
例
を
制
定
す
る
た
め
調
査
を
進
め
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
も
、
平
成
十
一
年
十
二
月
に
全
議
員
で
構

成
す
る
議
会
改
革
調
査
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
議
会

の
組
織
・
構
成
・
機
能
、
議
会
運
営
、
議
会
の
公
開
と

情
報
の
提
供
な
ど
の
項
目
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
ま
し

た
。
ま
た
、
平
成
十
四
年
九
月
に
は
、
情
報
公
開
条
例

や
分
権
時
代
の
新
し
い
会
議
規
則
へ
の
対
応
の
た
め
、

議
会
内
に
検
討
会
を
設
置
す
る
な
ど
、
積
極
的
に
取
り

組
み
、
今
回
の
調
査
は
そ
の
集
大
成
と
な
り
ま
す
。

議会運営委員会委員を中心に

議会制度の検討会を設置
分権時代の議会運営のあり方を調査
会議規則・委員会条例など改正へ

　

芦
屋
市
議
会
で
は
、
議
会
内
に

議
会
制
度
検
討
会
を
設
置
し
、
地

方
分
権
の
時
代
に
対
応
し
た
会
議

規
則
、
委
員
会
条
例
の
制
定
に
向

け
て
精
力
的
に
調
査
を
行
う
こ
と

に
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
、
平
成
十
一
年
か
ら

順
次
議
会
改
革
に
取
り
組
み
、
十

四
年
九
月
に
設
置
し
た
検
討
会
で

は
、
分
権
時
代
に
お
け
る
新
し
い

会
議
規
則
等
の
制
定
も
調
査
項
目

と
し
て
い
ま
し
た
が
、
情
報
公
開

条
例
へ
の
対
応
や
、
議
員
定
数
が

二
十
八
人
か
ら
二
十
四
人
に
な
る

こ
と
に
伴
う
議
案
等
の
提
出
要
件

の
改
正
を
先
行
し
て
行
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
議
会
制
度
の
検
討
会
は
、

こ
の
流
れ
を
受
け
て
設
置
し
た
も

の
で
す
。
検
討
会
の
構
成
員
は
、

議
会
運
営
委
員
会
に
出
席
し
て
い

る
メ
ン
バ
ー
で
、
委
員
六
人
と
正

副
議
長
お
よ
び
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
の

山
口
み
さ
え
議
員
の
九
人
で
す
。

　

検
討
会
で
は
、
昨
年
三
月
に
全

国
市
議
会
議
長
会
都
市
行
政
問
題

研
究
会
か
ら
モ
デ
ル
案
と
し
て
示

さ
れ
た
「
自
治
体
議
会
の
新
し
い

会
議
規
則
・
委
員
会
条
例
・
議
事

次
第
書
」
を
参
考
に
分
権
時
代
に

お
け
る
議
会
運
営
の
あ
り
方
に
つ

い
て
調
査
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
モ
デ
ル
案
で
は
、
①
会
議

規
則
と
委
員
会
条
例
を
明
確
に
分

け
る
。
②
請
願
条
例
の
制
定
。
③

議
長
及
び
委
員
長
の
議
事
整
理
権

の
尊
重
。
④
訓
示
的
な
規
定
は
入

れ
な
い
。
⑤
で
き
る
だ
け
わ
か
り

や
す
い
言
葉
、
条
文
に
す
る
。
⑥

で
き
る
だ
け
ス
リ
ム
化
を
図
る
。

の
六
点
が
基
本
的
な
考
え
方
で
す
。

　

検
討
会
は
、
来
年
五
月
ま
で
の

間
精
力
的
に
開
催
し
、
こ
の
モ
デ

ル
案
に
沿
っ
て
、
会
議
規
則
、
委

員
会
条
例
の
各
条
文
に
つ
い
て
検

討
し
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
調
査
を
行
う
に
あ
た
り
、

実
践
的
な
活
動
を
参
考
に
す
る
た

め
、
十
一
月
十
二
日
（
水
）
と
十

三
日
（
木
）
の
両
日
、
先
進
市
で

あ
る
横
須
賀
市
と
町
田
市
の
議
会

を
視
察
し
ま
す
。

　

横
須
賀
市
議
会
は
、
既
に
議
会

制
度
検
討
会
を
設
置
し
、
日
本
初

の
会
議
条
例
や
新
し
い
会
議
規
則
、

委
員
会
条
例
を
制
定
し
て
い
ま
す
。

町
田
市
議
会
で
は
、
議
会
の
改
革

に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
の
調

査
内
容
を
視
察
し
、
新
し
い
会
議

規
則
や
委
員
会
条
例
づ
く
り
に
反

映
す
る
予
定
に
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
十
五
年
八
月
十
一
日（
月
）

に
幣
原
議
員
が
創
政
ク
ラ
ブ
に
、

九
月
十
二
日
（
金
）
に
畑
中
議
員

が
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
入
会
し
ま

し
た
。
新
し
い
会
派
構
成
は
、
右

表
の
と
お
り
で
す
。

　

第
三
回
定
例
会
最
終
日
の
九
月

二
十
六
日
（
金
）
に
、
市
長
か
ら

平
成
十
四
年
度
の
各
会
計
決
算
の

認
定
議
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

最
終
日
に
提
案
さ
れ
た
の
は
、
予

算
編
成
時
期
ま
で
に
審
査
を
行
い
、

審
査
の
中
で
出
た
委
員
か
ら
の
意

見
等
を
新
年
度
予
算
に
反
映
す
る

た
め
で
す
。

　

決
算
議
案
は
、
九
人
の
委
員
で

構
成
す
る
決
算
特
別
委
員
会
を
設

置
し
付
託
す
る
と
と
も
に
、
閉
会

中
の
継
続
審
査
と
し
ま
し
た
。

　

決
算
特
別
委
員
会
の
正
副
委
員

長
お
よ
び
委
員
の
構
成
は
下
表
の

と
お
り
で
す
。

　

ま
た
、
九
月
二
十
六
日
（
金
）

の
定
例
会
閉
会
後
に
開
い
た
委
員

会
で
、
収
入
役
か
ら
平
成
十
四
年

度
の
決
算
概
要
の
説
明
を
受
け
、

議
員
側
か
ら
は
、
決
算
審
査
に
必

要
な
資
料
を
請
求
し
ま
し
た
。

　

委
員
会
は
、
決
算
内
容
を
精
査

す
る
た
め
の
期
間
を
設
け
、
十
月

八
日
（
水
）
か
ら
十
日
（
金
）
ま

で
の
三
日
間
精
力
的
に
審
査
を
行

い
ま
し
た
。
十
日
に
は
討
論
を
行

い
、
賛
否
両
方
の
意
見
が
あ
り
ま

し
た
が
、
採
決
の
結
果
、
賛
成
多

数
で
認
定
す
べ
き
も
の
と
決
定
し

ま
し
た
。

　

審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
十
二

月
定
例
会
初
日
に
委
員
長
が
報
告

を
行
い
、
討
論
を
経
て
議
決
す
る

運
び
で
す
。

平
成　

年
度
各
会
計
決
算

１４

　

閉
会
中
に
決
算
特
別
委
員
会
で
集
中
審
査

　
　

月
議
会
で
委
員
長
報
告
を
行
い
議
決
へ

１２

決算特別委員会

委　員　長

　　長　野　良　三

副委員長

　　徳　田　直　彦

委　　員

　　重　村　啓二郎

　　前　田　辰　一

　　寺　前　尊　文

　　山　村　悦　三

　　平　野　貞　雄

　　小　川　芳　一

　　松　木　義　昭
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議
会
運
営
委
員
会
委
員
に
、

新
た
に
青
木
議
員
（
創
政
ク
ラ

ブ
）
を
選
任
し
ま
し
た
。
青
木

委
員
の
任
期
は
他
の
委
員
と
同

じ
く
来
年
六
月
十
七
日
ま
で
と

な
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
会
派
の
所
属
議
員
数

の
異
動
に
伴
う
も
の
で
、
議
会

運
営
委
員
会
の
委
員
定
数
は
六

人
と
な
り
ま
し
た
。
委
員
会
構

成
は
次
の
と
お
り
で
す
。

議
会
運
営
委
員
会

　

委　
員　
長　

来
田　
　

守

　

副
委
員
長　

山
田
み
ち
子

　

委　
　

員　

重
村
啓
二
郎

　
　
　
　
　
　

田
中
え
み
こ

　
　
　
　
　
　

徳
田　

直
彦

　
　
　
　
　
　

青
木　
　

央

会派の異動

会

派

名

創

政

ク

ラ

ブ

英

明

ク

ラ

ブ

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

日

本

共

産

党

公

明

党

新

社

会

党

会
派
に
属
さ
な
い
議
員

所　

属　

議　

員　
　
（
◎
幹
事
長　

○
副
幹
事
長
）

◎
来
田　
　

守　

○
青
木　
　

央　
　

幣
原　

み
や　
　

山
村　

悦
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

都
筑　

省
三　
　

長
野　

良
三

◎
山
田
み
ち
子　

○
灘
井　

義
弘　
　

小
川　

芳
一　
　

松
木　

義
昭

◎
重
村
啓
二
郎　

○
中
島　

健
一　
　

畑
中　

俊
彦　
　

寺
前　

尊
文

◎
田
中
え
み
こ　

○
木
野
下　

章　
　

平
野　

貞
雄

◎
徳
田　

直
彦　

○
帰
山　

和
也　
　

田
原　

俊
彦

◎
山
口
み
さ
え　

○
前
田　

辰
一

　

大
久
保
文
雄　
　

伊
藤
と
も
子

会
派
名
簿
（
大
会
派
・
届
出
順
） 

平
成
十
五
年
九
月
十
二
日
現
在

付 議 事 件 の 審 議 結 果

結　　　果件　　　　　　　　　　名議案番号

可 決（９／／２６）

可 決（９／／２６）

可 決（９／／２６）

可 決（９／／２６）

認 定（９／／２６）

認 定（９／／２６）

継続審査（９／／２６）

芦屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正

１５年度一般会計補正予算（第２号）

１５年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

訴えの提起

１４年度病院事業会計決算の認定

１４年度水道事業会計決算の認定

１４年度各会計決算の認定

５４

５５

５６

５７

５８

５９

６０

市　
長　
提　
出　
議　
案

否 決（９／／２６）

継続審査（９／／２６）

市長の専決処分事項の指定についての一部改正

議会の議決すべき事件を定める条例の制定

　７

　８

議

提

不採択（９／／２６）

不採択（９／／２６）

不採択（９／／２６）

継続審査（９／／２６）

汚職・口利き疑惑の徹底究明と平野議員の名誉回復措置を

自衛隊のイラク派兵に反対する請願書

消費税大増税に反対する請願書

高齢者の高額医療費制度の改善を求める請願書

　４

　５

　６

　７

請　

願

※議案番号欄「議提」とあるのは、議員提出議案。

　議会は、平成１５年９月２日（火）に開発が進む南芦屋浜の各施

設の見学会を議員対象に実施し、各施設の概要について当局から

説明を受けました。

　見学先は、①南芦屋浜マリーナ、②人工海浜、③親水西公園、

④総合公園、⑤南芦屋浜下水処理場などです。まず、マリーナ施

設では、事業者である株式会社ベルポートジャパンから説明を受

けました。現在、マリーナ管理事務所の建設工事などを行ってお

り、平成１６年３月完成予定。保管隻数は海上施設には１６５艇、陸

上施設には２５艇、艇置場利用料は海上置きで年間８８万円から６５１

万円を予定している。２４時間運営体制で施設間の移動は専用カー

トを利用するとの説明がありました。

　総合公園では、公園の利活用・維持管理のため市民が参加した

組織（ＰＭＯあしや）を設立し、また、市民記念植樹事業を実施

し、市民の参画と協働に努めているとの説明がありました。緑の

相談所や、公園から発生する落葉・刈芝・剪定枝などを堆肥にす

るリサイクルプラントの見学もしました。また、南芦屋浜下水処

理場での処理水は、親水西公園内で流れる川の水への利用を考え

ているとの説明がありました。

南芦屋浜の施設見学会を実施しました　　　　
　　マリーナ施設、新下水処理場などの説明を受ける

議
会
運
営
委
員
会
委
員
を
追
加
選
任

南芦屋浜下水処理場にて南芦屋浜下水処理場にて


